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2020年度新潟県の予算及び政策等に関する請願 

 

新潟県知事 

花角 英世 様 

2020年１月１６日 

 

新潟県保険医会 

会長 高畑 與四夫 

 

【請願の趣旨】 

県財政は２年後にも財源対策的基金が枯渇する「財政危機」にあるとして、県が策定した「新潟県行

財政改革行動計画」には、財政再建策として県立病院の経営改善や県単独補助金の見直しなどが挙げら

れています。 

１３ある県立病院については、経常損益の黒字化及び一般会計繰出金の縮減や、そもそもの役割・あ

り方や機能・規模の整理が掲げられ、県立病院経営委員会は、具体的に４病院の無床診療所への転換、

２病院の民間譲渡の検討を提案しています。しかし、拙速な再編・譲渡を進めれば、地域住民の不安や

反発を招くことになります。県民医療が十分に確保されるよう、各病院の役割やあり方について慎重な

議論が進められることを望みます。 

また、医療や福祉に対する県単独補助金は県民の命や暮らしを守る重要な施策です。削減ありきでは、

人口減に拍車をかけることにもなりかねません。 

「住民および滞在者の安全、健康及び福祉を保持する」という地方自治の基本原則に基づき、医療、

福祉施策を優先する県政となるよう、2020年度の予算編成及び政策立案に当たり以下の通り請願いたし

ます。 

 

【請願事項】 

[１]保険者としての国保行政について 

１、県は国民皆保険の原則を踏まえ、被保険者証の返還命令及び「資格証明書」の発行を行う市町村に

対しては、「悪質滞納者」の定義を厳密に定め、「特別な事情」の有無を確認し、生活困窮者は対象

としないよう指導すること。 

２、保険料の引き上げに繋がる県下統一の保険料設定を行わないこと。 

３、自治体間の競争を駆り立てるようなインセンティブ制度（保険者努力支援制度）を中止するよう国

に働きかけること。 

４、国庫負担金の増額を国に働きかけること。 

５、診療報酬の審査、支払いについて 

（１）市町村が行った医療給付の点検は、民間業者に委託しないこと。「標準点検項目リスト」と診療報

酬明細書の機械的な照合による点検強化を廃し、医師の裁量権を尊重し、患者に必要な医療を保障

すること。また「標準点検項目リスト」は公開すること。 

（２）６ヵ月を超える診療報酬明細書の再審査請求及び６ヵ月以上にわたる診療報酬明細書を一括して

まとめた再審査請求は行わないこと。 
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（３）病名漏れが原因で査定となった診療報酬明細書については、保険医療機関が病名漏れを証明でき

る資料を添えて再審査請求を実施した場合、再審査で病名漏れを確認の上「復活」の取り扱いとす

るよう、国保連合会と協議すること。 

（４）被保険者証の回収は保険者の責任であり、未回収による過誤調整については保険者間調整の仕組

みを利用し、保険医療機関に診療報酬明細書の返戻要請をしないこと。 

（５）医療費通知によるトラブルを回避するため、医療機関名を通知しないこと。 

６、オンライン等により請求された保険診療のデータについては、患者のプライバシー保護のため、情

報が漏れないよう厳格に情報管理を行い、目的外利用は行わないこと。 

 

[２] 保険医療機関及び保険医に対する行政指導について 

１、県と厚生労働省が行う「個別指導」や「共同指導」は、健康保険法第７３条及び国民健康保険法第

４１条等に基づいているにもかかわらず、実際の指導の方法は健康保険法第７８条及び国民健康保

険法第４５条の２に基づく質問検査が行使されている。この法違反の根拠となっている「指導大綱」

「監査要綱」を根本的に改正することを国に要望すること。 

２、国民健康保険法第４１条による行政指導は、行政当局の質問や検査の行使を伴わない「保険医療の

取り扱い、診療報酬等に関する事項について周知徹底させることを主眼とする」ものとし、行政手

続法第３２条の行政指導の一般原則に基づいて実施すること。 

３、上記１、２の観点から本県の行政指導にあたっては次の事項を実現すること。 

①個別指導、共同指導においては、録音や弁護士の帯同に加え、指導を受ける保険医の希望する医

師の帯同を認めること。 

②個別指導は、指導医療官又は専門科ごとに委嘱された保険指導医が担当すること。（例えば被指

導者が耳鼻科ならば耳鼻科専門医である保険指導医） 

③個別指導の対象患者リストは、全件を１週間前には保険医療機関に信書で連絡すること。 

④関係書類の提示や提出を命ずることが認められていない国民健康保険法第４１条に基づく行政

指導においては、行政側はレセプトに基づき質問し、保険医が持参した資料に基づいて質問に答

える指導方法に改めること。 

⑤集団的個別指導については、本来の実施方法である「集団部分」２０分程度、「個別部分」２０分

程度の方法で実施し、「個別部分」で当該保険医療機関が高点数となる理由が明白な場合に関して

は、翌々年度の高点数を理由とした個別指導の対象としない運用とすること。 

４、個別指導の実施予定件数を予め設定してから対象医療機関を選定するようなやり方を改めること。 

５、本県での国民健康保険法第４５条の２に基づく検査（監査）の結果、保険医療機関の指定取消しや

保険医の登録取消しという行政処分を行う場合の処分基準としては、「故意による不正」及び「重大

な過失をしばしば行ったもの」を厳密に適用し、「軽微な過失」「点数表の解釈の違い」「実際に医療

が給付されている場合」などでは行政処分を行わないこと。 

 

[３] 国民健康保険団体連合会の業務監督について 

１、審査委員の任期として、５期１０年、７０歳のルールを厳守するよう、国保連合会を指導すること。 

 

[４] 医療保険各法の運用改善について 

１、医療保険の一元化に当たっては、①被用者保険の一本化、②国保、③全額公費負担医療、の三本建
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て医療制度とするよう国に要望すること。 

２、協会けんぽの保険料率は全国同一の料率とするよう国に要望すること。 

 

[５] 生活保護行政について 

１、生活保護の医療扶助に対し窓口一部負担金を導入しないことを国に働きかけること。 

２、生活保護法医療券・調剤券方式を止め、被保護者（又は被保護世帯）ごとに受給者証を交付するよ

う国に働きかけること。 

３、受給者証方式が採用されるまでの間は、医療券・調剤券の交付は月末ではなく速やかに行うよう、

県として各福祉事務所を指導すること。 

４、医療扶助の停止、廃止となった場合には、福祉事務所の責任で被保護者証明書を回収するとともに、

速やかに診療を継続している指定医療機関に連絡するよう、各福祉事務所を引き続き指導すること。 

５、医療要否意見書の提出を医療機関の負担で行わせる取扱いを改め、郵送代を補助対象に含めること

を国に働きかけること。 

６、医療券・調剤券受領書の返送を医療機関に要請する場合は、その費用を自治体で負担するよう、各

福祉事務所を指導すること。 

７、「生保単独」の医療券交付後、遡って「社保併用」に変更した場合は、県が一括して被用者保険と覚

書を締結し、各福祉事務所と保険者との間で過誤調整を行う仕組みを整備するよう国に働きかける

こと。 

 

[６] 医師不足対策について 

１、都道府県間あるいは県内二次医療圏間における深刻な医師の偏在を改めるため、自治医科大学や防

衛医大のシステムを参考に、医師免許取得後一定期間、卒業した医科大学所在地の県か高校を卒業

した県での就労を義務付ける法的措置を国に働きかけること。 

２、東日本における 2020年度の医学部入学定員は、弘前大１３２名、福島県立医科大１３０名、岩手医

科大１３０名となっている。新潟大学医学部の定員１２７名は、当県の人口に比して少ない。新潟

大の２０２１年度の定員を１３０名とするよう国に働きかけること。 

３、県は本県の深刻な医師不足に対応するため、魚沼基幹病院、2023年の開院をめざす県央基幹病院を

臨床研修施設とする新たな医科大学の誘致を行うこと。 

４、本県での若手医師の定着を図るため、以下の施策を実施すること。 

①県内での研修医の数を増大させるため、臨床研修医奨学金の貸与を増額すること。 

②本県での子育てを選択する「新潟モデル」として、病院内保育所施設整備費補助金を拡充し、す

べての県立、公立病院において「院内保育」「病児、病後児保育」の態勢を整備して、女性医師や

看護師など女性職員の就労支援を行うこと。また、民間病院の「院内保育」「病後児保育」に対す

る施設助成金、運営費補助に県独自で上乗せを行い、施設の環境や保育プログラムの拡充を図り、

医師の利用を促進すること。 

 

[７] 医療供給体制の確立について 

１、地域医療構想の策定に際しては、県庁所在地型、過疎地型など地域の特性に配慮し、各医療機関の

意見が十分吸い上げられるものとすること。 

２、民間病院の施設整備に伴う借入れに対する利子補給を予算化すること。 
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３、高度医療機器の共同利用を推進すること。 

４、「小児救急・周産期医療体制の充実」のため、周産期医療センター併設の県立こども病院を県内に設

立すること。 

５、本県で「医療難民」「介護難民」を生じさせないため、介護老人保健施設、特別養護老人ホームの枠

を大幅に拡充すること。特別養護老人ホームの入所判定における「要介護１」「要介護２」の「特例

入所対象者」の考慮については柔軟に対応すること。 

 

[８] 県の医療・福祉政策の拡充について 

１、県の子育て支援策の一環として、子ども医療費助成制度を県の事業として再開し、県内に住む全て

の子どもに対して高校を卒業するまで、窓口負担金の全額補助、及び入院時食事療養費助成を「現

物給付」により実施すること。 

２、少子化対策の一環として、妊産婦の医療費助成制度を県の制度として確立し、県内のすべての妊婦

又は出産後 1年までの産婦に対して、所得制限なし、窓口負担の全額補助、及び入院時食事療養費

助成を「現物給付」により実施すること。 

３、県障、県親の窓口負担を無料とすること。 

４、国指定の難病に対する一部負担金について、市町村民税非課税等の低所得者及び人工呼吸器装着者

に対する県の補助制度を確立すること。 

５、流行性耳下腺炎を早急に予防接種法による定期接種対象疾患（一類疾病）に位置付けることを国に

働きかけること。 

 

[９] 介護保険制度について 

１、介護保険の利用者負担を「原則２割」に引き上げるとしている政府の方針に反対すること。 

２、市町村民税非課税等の低所得高齢者の保険料の減免に関し、県として助成制度を確立すること。 

３、要介護被保険者等のうち市町村民税非課税等の低所得者の利用料の減免に関し、県として助成制度

を確立すると共に、食住費の助成制度も考慮すること。 

 

[１０] 医業に関する税制の改善について 

１、消費税の制度上の改善として、①特定健診、特定保健予防やインフルエンザ等の予防接種について

も非課税とすること。②併せて、医療機関に資産の譲渡を行う納入事業者に対してゼロ税率を適用

することにより、医療機関に損税が生じない制度とするよう国に働きかけること。 

２、公益法人、医療法人、会社立及び個人立の医療機関にのみ課税されている、医療に供する不動産及

び償却資産に対する固定資産税を非課税とするよう国に働きかけること。 

３、社会保険診療報酬、労災や自賠責の医療、予防接種などに対する事業税の課税について、県として

反対の立場を表明し、その旨国に働きかけること。 

 

[１１] 柏崎・刈羽原発の再稼動について 

１、東日本大震災及び東電の福島第一原発事故を教訓として、柏崎・刈羽原発の再稼動を了承しないこ

と。 

 

以上 


